
○茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例施行規則

平成29年6月29日

茨城県規則第47号

茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例施行規則を次のように定める。

茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条　この規則は，茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例(平成29年茨城県条例第33号。以下「条例」とい

う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与申請)

第2条　修学研修資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は，修学研修資金貸与申請書に次に掲

げる書類を添えて所定の期日までに知事に申請しなければならない。

(1)　応募理由書

(2)　学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校，中等教育学校若しくは特別支援学校の高等部又はこ

れらに相当する外国の学校の卒業証明書

(3)　修学資金の貸与を受けようとする者にあっては，外国医学課程に在学していること及びその期間を証する

書類

(4)　研修資金の貸与を受けようとする者にあっては，外国の医学校を卒業したことを証する書類及び外国医師

免許を得たことを証する書類

(5)　その他知事が必要と認める書類

(平30規則84・一部改正)

(貸与の適否の決定等)

第3条　知事は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査し，修学研修資金の貸与の適否を決定す

るものとする。

2　知事は，前項の規定により修学研修資金の貸与の適否を決定したときは，遅滞なく，修学研修資金貸与決定通

知書又は修学研修資金貸与不承認決定通知書により，申請者に通知するものとする。

(貸与契約)

第4条　申請者は，前条第2項の規定による修学研修資金の貸与の決定の通知を受け取ったときは，遅滞なく，茨城

県海外対象医師修学研修資金貸与契約書により貸与契約を締結するものとする。

(連帯保証人)

第5条　条例第8条の規定による連帯保証人は，独立の生計を営む者であって，日本国内に居住するものでなければ

ならない。ただし，知事が，その必要がないと認める場合は，独立の生計を営む者であることを要しない。

2　申請者が未成年である場合は，連帯保証人のうち1人は法定代理人でなければならない。

3　修学研修生(貸与契約を締結した後，最初の修学資金又は研修資金の交付を受けていない者を含む。第17条第3

項において同じ。)は，連帯保証人を変更し，又は連帯保証人の氏名若しくは住所の変更があったときは，直ち

に，連帯保証人変更届に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて，知事に提出しなければならない。

(令2規則11・一部改正)

(貸与契約の解除)

第6条　知事は，条例第9条の規定により貸与契約を解除したときは，修学資金貸与契約解除通知書により修学生

(貸与契約を締結した後，最初の修学資金の交付を受けていない者を含む。次条において同じ。)及び連帯保証人

に通知するものとする。

(貸与の停止等)

第7条　知事は，条例第11条の規定により修学資金の貸与を停止し，又は一時保留したときは，修学資金貸与停止

(一時保留)通知書により修学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(医療機関の指定又は変更)

第8条　知事は，条例第12条第3項第7号の規定により，医療機関を指定し，又は指定に係る医療機関を変更しよう

とするときは，あらかじめ，当該修学研修生と面接を行うものとする。

2　知事は，医療機関を指定し，又は指定に係る医療機関を変更することを決定したときは，書面により，その旨

を当該修学研修生に通知するものとする。

(返還申告書)

第9条　修学研修生は，条例第12条第1項各号，第2項各号及び第3項各号に掲げる事由が生じたとき(条例第13条の

規定による返還の債務の履行の猶予を受けている場合は，当該猶予の期間が満了したとき)は，遅滞なく，修学

研修資金返還申告書を知事に提出しなければならない。この場合において，当該事由が修学研修生の死亡による

ものであるときは，当該申告書の提出は，当該修学研修生の相続人(相続人がないときは，当該修学研修生の連

帯保証人。以下同じ。)が行うものとする。

(医師不足地域内の医療の充実に資する医師の業務)

第9条の2　条例第12条第6項(条例第14条第4項において準用する場合を含む。)に規定する医師不足地域内の医療の

充実に資するものとして規則で定める医師の業務は，医師不足地域の患者の受入れその他の医師不足地域内の医



療の充実への貢献の状況を勘案して知事が別に定める。

2　知事は，前項の規定により，医師不足地域内の医療の充実に資する医師の業務を定めた場合は，修学研修生に

対し，これを周知しなければならない。

(令7規則64・追加)

(認定専門研修の申請等)

第10条　修学研修生は，条例第13条第2号の規定による認定(変更に係る認定を除く。次項において同じ。)を受け

ようとするときは，当該認定に係る研修を受けようとする日の6月前までに，専門研修認定申請書を知事に提出

しなければならない。

2　修学研修生は，認定を受けた研修を変更しようとするときは，認定専門研修変更認定申請書を知事に提出しな

ければならない。

3　知事は，前2項の規定による申請があったときは，その内容を審査し，当該申請に係る研修が県内の医療の充実

に必要と認めたときは専門研修(認定専門研修変更)認定通知書により，当該申請に係る研修が県内の医療の充実

に必要と認められない場合には専門研修(認定専門研修変更)不認定通知書により，当該申請をした者に通知する

ものとする。

(猶予の申請)

第11条　修学研修生は，条例第13条の規定により修学研修資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとするとき

は，修学研修資金返還猶予申請書に同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて，知事に申請しな

ければならない。

(猶予の承認通知等)

第12条　知事は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査し，修学研修資金の返還の債務の履行を

猶予することが相当であると認めたときは修学研修資金返還猶予承認通知書により，猶予することが不相当であ

ると認めたときは修学研修資金返還猶予不承認通知書により，当該申請をした者に通知するものとする。

(当然免除事由発生届)

第13条　修学研修生は，条例第14条第1項各号のいずれかに該当するときは，遅滞なく，修学研修資金返還当然免

除事由発生届に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて，知事に届け出なければな

らない。

(1)　条例第14条第1項第1号又は第2号に該当するとき　業務従事証明書

(2)　条例第14条第1項第3号に該当するとき(修学研修生が死亡した場合を除く。)　診断書及び当該心身の故障

が業務に起因するものであることを証する書類

2　修学研修生が死亡した場合において，条例第14条第1項第3号に該当するときは，当該修学研修生の相続人は，

遅滞なく，修学研修資金返還当然免除事由発生届に死亡診断書及び当該死亡が業務に起因するものであることを

証する書類を添えて，知事に届け出なければならない。

(令7規則64・一部改正)

(当然免除の認定通知等)

第14条　知事は，前条の規定による届出があったときは，その事実を確認し，修学研修資金の返還の債務を免除す

ることが相当であると認めたときは修学研修資金返還免除認定(承認)通知書により，免除することが不相当であ

ると認めたときは修学研修資金返還免除不認定(不承認)通知書により，当該届出をした者に通知するものとす

る。

(裁量免除の申請)

第15条　修学研修生は，条例第15条の規定により修学研修資金の返還の債務の免除を受けようとするときは，修学

研修資金返還裁量免除申請書にその事由を証する書類を添えて，知事に申請しなければならない。

2　修学研修生が死亡した場合において，条例第15条に該当し，かつ，同条の規定による修学研修資金の返還の債

務の免除を受けようとするときは，当該修学研修生の相続人は，遅滞なく，修学研修資金返還裁量免除申請書に

死亡診断書を添えて，知事に申請しなければならない。

3　前条の規定は，前2項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において，同条中「前条の規

定による届出」とあるのは「次条第1項及び第2項の規定による申請」と，「その事実を確認し」とあるのは「そ

の内容を審査し」と，「当該届出」とあるのは「当該申請」と読み替えるものとする。

(期間の計算方法)

第16条　条例第14条第1項及び第3項に規定する期間の計算は，常勤の医師として勤務した月数によるものとする。

2　次の各号に掲げる期間は，知事が適当と認めるときは，知事が別に定める方法により月に換算して，前項の月

数に含めることができる。

(1)　常勤の医師として勤務した1月に満たない期間

(2)　常勤の医師以外の医師として勤務した期間

(令7規則24・一部改正)

(その他の届出)

第17条　修学生(第1号から第4号までにあっては，貸与契約を締結した後，最初の修学資金の交付を受けていない

者を含む。)は，次の各号のいずれかに該当するときは，速やかに，当該各号に掲げる届出書を知事に提出しな



ければならない。

(1)　退学し，又は退学の処分を受けたとき　退学届

(2)　修学資金の貸与を受けることを辞退するとき　辞退届

(3)　休学し，若しくは停学の処分を受けたとき，又は留年したとき　休学(停学・留年)届

(4)　復学したとき　復学届

(5)　卒業したとき　卒業届

2　前項に規定する場合のほか，修学研修生(第1号にあっては，貸与契約を締結した後，最初の修学資金又は研修

資金の交付を受けていない者を含む。)は，次の各号のいずれかに該当するときは，速やかに，当該各号に掲げ

る届出書を知事に提出しなければならない。

(1)　氏名又は住所を変更したとき　氏名(住所)変更届

(2)　医師法(昭和23年法律第201号)第11条第3号の認定を受けたとき　医師国家試験受験資格取得届

(3)　国内医師免許を取得したとき　国内医師免許取得届

(4)　臨床研修を開始したとき　臨床研修開始届

(5)　医師の業務に従事したとき　業務従事開始届

(6)　医師の業務に従事しなくなったとき　退職届

3　修学研修生が死亡したときは，当該修学研修生の相続人は，遅滞なく，修学研修生死亡届に死亡診断書を添え

て，知事に届け出なければならない。

4　医師の業務に従事する修学研修生は，毎年4月30日までに業務従事状況報告書に業務従事証明書を添えて，知事

に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第18条　次の表の左欄に掲げるこの規則の各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は，当該右欄に掲げ

るとおりとする。

該当条項 申請書等の種類 様式

第2条 修学研修資金貸与申請書 様式第1号

第2条第1号 応募理由書 様式第2号

第3条第2項 修学研修資金貸与決定通知書 様式第3号

第3条第2項 修学研修資金貸与不承認決定通知書 様式第4号

第4条 茨城県海外対象医師修学研修資金貸与契約書 様式第5号(その1)又は
様式第5号(その2)

第5条第3項 連帯保証人変更届 様式第6号

第6条 修学資金貸与契約解除通知書 様式第7号

第7条 修学資金貸与停止(一時保留)通知書 様式第8号

第9条 修学研修資金返還申告書 様式第9号

第10条第1項 専門研修認定申請書 様式第10号

第10条第2項 認定専門研修変更認定申請書 様式第11号

第10条第3項 専門研修(認定専門研修変更)認定通知書 様式第12号

第10条第3項 専門研修(認定専門研修変更)不認定通知書 様式第13号

第11条 修学研修資金返還猶予申請書 様式第14号

第12条 修学研修資金返還猶予承認通知書 様式第15号

第12条 修学研修資金返還猶予不承認通知書 様式第16号

第13条第1項及び第2項 修学研修資金返還当然免除事由発生届 様式第17号

第13条第1項第1号 業務従事証明書 様式第18号

第14条及び第15条第3項 修学研修資金返還免除認定(承認)通知書 様式第19号

第14条及び第15条第3項 修学研修資金返還免除不認定(不承認)通知書 様式第20号

第15条第1項及び第2項 修学研修資金返還裁量免除申請書 様式第21号

第17条第1項第1号 退学届 様式第22号

第17条第1項第2号 辞退届 様式第23号

第17条第1項第3号 休学(停学・留年)届 様式第24号

第17条第1項第4号 復学届 様式第25号

第17条第1項第5号 卒業届 様式第26号

第17条第2項第1号 氏名(住所)変更届 様式第27号



第17条第2項第2号 医師国家試験受験資格取得届 様式第28号

第17条第2項第3号 国内医師免許取得届 様式第29号

第17条第2項第4号 臨床研修開始届 様式第30号

第17条第2項第5号 業務従事開始届 様式第31号

第17条第2項第6号 退職届 様式第32号

第17条第3項 修学研修生死亡届 様式第33号

第17条第4項 業務従事状況報告書 様式第34号

付　則

この規則は，平成29年7月1日から施行する。

付　則(平成30年規則第84号)

この規則は，平成30年7月1日から施行する。

付　則(令和2年規則第11号)

この規則は，公布の日から施行する。

付　則(令和2年規則第83号)

1　この規則は，公布の日から施行する。

2　この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は，調製した残部を限度として所要の補正を行い使用す

ることができる。

付　則(令和7年規則第24号)

1　この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2　この規則による改正後の茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例施行規則第16条の規定は、この規則の施行

の日以後の期間の計算について適用し、同日前の期間の計算については、なお従前の例による。

付　則(令和7年規則第64号)

1　この規則は、令和7年9月1日から施行する。

2　この規則による改正後の茨城県海外修学研修資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に海外

の医学部に入学する者について適用し、同日前に外国の医学校に入学した者については、なお従前の例による。

様式第1号(第2条関係)

(令2規則83・一部改正)
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